
大型ごみ等収集運搬業務②作業手順指示書

 本作業手順指示書は，大型ごみ等の収集作業の手順を示したものであり，収集作業を行

うに当たっては，本作業手順書に従って実施するものとする。

１ 大型ごみの収集運搬について

（１） 標準の収集作業

稼働曜日 月・火・水・木・金曜日

稼働台数 ２トンプレス車 ３台

軽四輪     ３台

収集区域 山科区，下京区，南区，西京区，伏見区

作業件数 生活環境美化センターが指示する場所を収集する。

粗大 約２１５件／日，分別 約９０件／日（平成２９年度実績）

搬入場所 ・粗大（２トンプレス車） 東北部クリーンセンター

             南部クリーンセンター

・分別（軽四輪）     東北部クリーンセンター

             南部クリーンセンター

・収集困難物（軽四輪）  生活環境美化センター

生活環境美化センターからの指示をもとに，山科区，下京区，南区，西京区，伏見区の

大型ごみ等を，午前８時３０分から一斉に収集開始し，午後４時までに安全かつ合理的に

収集する。具体的な収集区域は生活環境美化センターが収集連絡票により指示する。 

なお，収集区域に関らず，生活環境美化センターの指示に従い，その他の区域を収集す

る場合がある。 

  ア 生活環境美化センターが収集連絡票より指示する収集区域の収集場所を巡回して

収集し，収集したごみを本市の指定する搬入場所まで運搬し，搬出すること。 

  イ 生活環境美化センターが収集日当日の朝に配布する収集連絡票に記載された収集

場所にあるごみをについて，当日中に全件の収集を行うこと。 

  ウ 収集時間が大幅に遅れる恐れがある場合や大幅に遅れた場合は，速やかに本市に

報告すること。

エ 作業手順や収集区域等の詳細事項については，生活環境美化センターが指示する。

また，委託開始後において収集区域の変更・追加をすることがある。なお，委託開

始後において，収集区域を変更する場合は必ず生活環境美化センターと受託者の協

議のうえ，変更するものとする。 

オ 毎年８月１７日は，供物収集を行うこととし，大型ごみ収集は行わない。

カ その他，大型ごみ収集に付随する作業等を行う場合は，生活環境美化センターの

指示に従うこと。 



（２） 大型ごみ収集に付随する業務

  ア 生活環境美化センターの指示のもとに，生活環境美化センターにおいて，ファン

ヒーター等の機器のガスやオイル等を抜く作業を行うこと。

  イ 本業務は主に毎週火曜日に行うこととする。ただし，本市の作業計画の変更に伴

い，曜日を変更する場合がある。

  ウ 本業務に必要な機器については，生活環境美化センターに設置しているものを使

用すること。

  エ 本業務終了後，収集区域における生活環境美化センターが指示する場所において

も収集を行うものとする。

（３） 作業上の指示事項

ア 搬入施設では，搬入する前後の２回，トラックスケールで計量を行うこと。

イ 搬入施設への搬入時及び計量時には，他の収集運搬車両等に注意し，誘導員がい

る場合はその者の指示に従うこと。

ウ 搬入施設へ搬入する際，搬入物検査を実施する場合があるが，その際は，検査員

の指示に従うこと。

エ 生活環境美化センターから指示を受けた収集場所において，大型ごみが排出され

ていたにもかかわらず，未収集であるという通報があった場合（収集後に排出され

た事実関係が確認できない場合も含む。）には，まち美化推進課又は生活環境美化セ

ンターの指示により直ちに大型ごみを収集すること。

オ 収集場所周囲の清掃を保つため，収集作業は丁寧に行うこと。作業中にごみ等が

散乱した場合は，箒などで清潔にすること。

カ 収集時に排出物が申告と異なっている場合や手数料券が不足する場合など，収集

ができない場合は生活環境美化センターに連絡したうえで，＜別紙１（申告内容と

異なっている場合等）又は別紙２（手数料券が不足している場合）＞のシールに内

容等を記載のうえ，該当排出物に貼付するとともに，収集連絡票に排出物の排出場

所・数量等の詳細を収集連絡票に記載し報告すること。

キ 本市が指示する時間内に作業が終了しないと見込まれる場合には，直ちに生活環

境美化センターに連絡すること。

ク 業務従事者は，作業中は常に統一した作業着・名札等を着用すること。 

ケ 受託業務に用いるごみ収集車は，本市の業務以外の他の業務には使用しないこと。 

コ 収集運搬作業中は，収集車両の後部及び側面に乗車しないこと。 

サ 収集作業中に，運転手が車両から離れる場合は，サイドブレーキをかけた上で，

事前に収集作業員が車止めを設置するなど車両が動かないよう措置を講じること。

（４） 作業報告

ア 作業当日の業務実施状況について所定の収集業務報告書＜別紙３＞に記載し，当

日中に本市に送付すること。



イ 各報告書の確認の結果として記載事項の訂正を求められた場合には，遅滞なく訂

正を行うこと。

ウ 各報告書は，受託業務完了の日の年度末から１年間保管しなければならない。

２ 供物収集運搬について

  供物収集業務は，お精霊送りのお供物を川に流さないという趣旨のもと，市内約６００

箇所の指定場所に設置した供物容器に市民が出したお供物を収集，運搬するものである。

（１） 標準の収集作業

  寺院や公道上などに設置する供物排出容器に排出されるお供物を，毎年８月１７日に収

集する。

ア 収集区域，搬入先及び作業手順は，事前に本市から指示する。

イ 稼働台数は２トン車※１６台，軽四輪２台とする。

※１ 供物収集における２トン車は，ごみ収集車規格指示書の仕様に限らない。

（２） 作業上の指示事項

ア 供物排出容器に，お供物以外のものが排出された際は，残置したうえで本市に速

やかに連絡すること。

イ 供物排出容器の内側にビニール袋をつけているので，収集の際はお供物をビニー

ル袋ごと収集すること。供物排出容器は収集せずに，折り畳んだうえで元の排出場

所に残置すること。



（別紙１）



（別紙２）



（別紙３）


